
（母子保健課 関連資料）  
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妊婦健診の公費負担の拡充について  

虫垂  

○ 妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（14回程度）の妊婦健診を受けられるよう、  

公貴負担を拡充。  

○ 現在、地方財政措置されていない残りの9回分について、平成22年度までの間、国庫補助（1／2）と地方財政  
措置（1／2）により支援。   

○ 都道府県は、平成20年度中に妊婦健康診査支援基金（仮称）を造成する。（条例の制定等）  

＜拡充案＞  ＜現状＞  
■ 一■ ■－ ■■ ■ ■ 一 ■ ■ ■■ ■ ■■l■■1  

1  

I  

l  

［コ国庫補助  

地方財政措置  9回   

個人負担又は  

市町村の任意助成  
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妊婦健康診査臨時特例交付金の概要   

1 目的   

近年、出産年齢の上昇等により、健康管理がより重要となる妊婦が増加  
傾向にあるとともに、経済的な理由等により健康診査を受診しない妊婦も   
みられ、母体や胎児の健康確保を図る上で、妊婦健康診査の重要性、必要   
性が一層高まっているところである。  

このため、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊   
婦健康診査に必要な経費を交付することにより、安心して妊娠・出産がで   

きる体制を確保することを目的とする。   

2 交付金の規模  
平成20年度二次補正予算額   790億円   

3 交付金の交付先  
交付金は都道府県に対し、その申請に基づいて交付する。  

なお、交付金は補助金等適正化法の適用の対象とする。   

4 交付金事業の実施   
交付金は、平成20年度中に都道府県に基金を造成すること≒し、この   

基金を活用して、平成22年度末まで支出することができるものとする。  
なお、平成22年度末に残余財産が生じた場合は、国庫に納付する。  

※ 基金を造成する場合は、各都道府県において年度内に基金にかかる  
条例等の制定を行う。   

5 交付対象事業   
母子保健法第13条に基づき、市町村が委託する病院・診療所又は助産   

所において実施する妊婦の健康診査について、交付の対象とする。   

6 交付額   
別に定める算定方法に基づき、各都道府県に配分する。各都道府県は、   

管内市町村から妊婦健診に係る実施計画を審査の上、その費用に対して交   

付する。   

7 補助率  
国1／2、市町村1／2  
※ 市町村には、地方交付税が措置される予定  
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1繍惑舶が姐淋巌  

Paraumagravidezeumpartosaudavel  
すこやかな妊娠と出産のために  

ポルトガル語版  

痘Sefbrconfirmadaagravidez，dirija－SeOquantOanteSaOdepartamento   

responsaveldaprefeituraonderesideparanotificaragravidez・   
妊娠に気づいたら、お住まいの市町村の窓口にできるだけ早く妊娠の届出を行ってください。  

′きNodepartamentoresponsaveldaprefeitura，SeraPOSSivelreceberaCadernetadeSaddedaM哀eeda   

Crian9a（boshikenkoutechou），aSSimcoTOOSCuPOnSquedar互odireitoasubmeter－SeaOSeXameSde   

pre－natal，0rientacao porparteiras e assIStenteS de sa血de phblica，aPreSenta9弘de cursos paraas   
gestanteSeParaOSpais（casal）ev血1aSOutraSinforma96es・   
窓口では、母子健康手帳の交付とともに、妊婦健診を公費の補助で受けられる受診券や、保健師等による相談、母親学級・両   
親学級の紹介、各種の情報提供などを受けることができます。  

やDuranteagraVidez，inecessarioumcuidadoaindamaiorcomasa血de 
妊娠中は、ふだんより一層健康に気をつけなければなりません。  

ギSubmeta－SeaOSeXameSdepre－natalderotinanasinstitui96esdesa血depelomenosIvezpormes  

（maisde2vezesap6sas24semanaSdegesta9孟oelvezporsemanaap6sas36semanasde   
gesta9弘） 
少なくとも毎日1回（妊娠24週以降には2回以上、さらに妊娠36週以降は毎週1回）、医療機関などで健康診査を受  

けましょう  

むj  
澤S孟oexames quetem comoobjetivo avaliaroestadode   

Sa血dedagestanteeoestadodedesenvoIvimentodobebe   
queestadentrodabaJTlga，atraV占sdamedi9孟odocorpo，   

examedesangue・medi9aOdapress孟0arterial・eXamede   

unna，etC．   
妊婦さんの健康ぐあいや、お腹の赤ちゃんの育ちぐあいをみるため、身   
体測定や血液・血圧・尿などの検査をします。  

守Especialmente，aS doen9aS COmOiLn川1iil、hil）tII’tendo  

ilrtn・ialin（IIIJiLlill）ビJilgI・illi11t・Z LI（1idl）eteS mClitus   

㌍ぐStitぐiりnilJpodem afbtar tantO O desenvoIvimento do   

bebequeestadentrodabarngaquantOprqudicaroestado   
desaddedam孟e，   
特に、貧血、妊娠高血圧症候群、妊塀糖尿病などの病気は、お腹の赤ち   
やんの発育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。  

Lt＞Submetendo－Se aOS eXameS de pre－natal，POSSibilitarAo   

diagn6sticoeotratanentOpreCOCedasdoen9aS．   
妊婦健診を受けることで、病気などに早く気づき、早く対応することが   

できます。  

仁小＝呵‖い刊th■り、＼t一法川I＝ぐ、り‖t‖＝lハ、㌧■11＝t－ぐ＝l  

…＝…りい＝】－州ttl血り＝…＝いh什、し・l－小、－、ILl●   

匪．つような症状が出た  

感Incha90  
むくみ   

感 Hemo汀aglagenital  
性器出血  

由 D。reSabdominais  

腰痛  
d F。br。  

発熱   

由 Dia汀eia  

下痢  
由 T。ntura  

めまい  

二早く医師∴相談を：   

d Forteconstipa9aObris為ode  
＼‾entre）  

がんこな便秘   

d co汀imentos、・aglnaisanomais  
普段と違うおりもの   

d Fortedordecabe9a  
強い頭痛   

d Fo止ee。鮎quecilれentOde、・idoao  
e再60degra、■1dez  
つわりで衰弱がひどい   

dI汀ita申0  
イライラ   

感 palplta96es（batimentos  
cardiacos）aceleradas  
動悸が激Lい  Mhl・cil11ilnl主Itel・tli山I11ぐ  

マタニティマーク  

OMinistir10daSatlde，TrabaZhoeBem  

EstarSocialatravisdamarcada  

maternldadeestApromovendooferecer  

umambienteseguroetranqililoparaas  
gestantes、、  
厚生労働省では、マタニティマークをとおした「妊  

産婦にやさLい環境づくり」を推進Lています。   

∈汐  
由 Ånsiade、・6mltO●、6nito虜 N孟osenteoslnO、－1mentOSdofeto  

queat占∈nほosentほ  
今まであった胎動を  

感じなくなったとき  

はきけ・嘔吐  

感 profundasensa9aOde   
ins∈guran9a  

強い不安感  



妊産婦ケアセンター（仮称）のイメージ  

施設の規模  

居室（定員10人程度）、食堂、カウンセリング室、乳児保育室、ランドリー室、体操等を行う多目的室 など  

職員の配置  

医師、助産師、保健師、看護師、臨床心理士、事務職員 など  

妊産婦ケアセンター（仮称）の事業内容  
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い棄料旦山  

マタニティマークについて  

1．趣旨   

21世紀の母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子21」では、その課題の  

・一つに「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保」を挙げている。この課題の達成  

のためには、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境の実現、受動喫煙の防止、  
各種交通機関における優先的な席の確保等について、国民、関係機関、企業、地方公  

共団体、国がそれぞれの立場から取り組むことが重要である。   

とりわけ、各種交通機関における優先的な席の確保については、優先席のマークな  
どにおなかの大きな妊婦のマークが使われているが、妊娠初期には外見からは妊娠し  
ていることが分かりづらいことから、周囲からの理解が得られにくいという声も聞か  

れるなど、さらなる取組が必要とされている。   

こうした課題の解決に向けて、「健やか親子21」推進検討会において、マタニティ  

マークを募集し、マークを妊産婦に役立てていただくとともに、妊産婦に対する気遣  
いなど、やさしい環境づくりに関して広く国民の関心を喚起することとし、平成18  

年3月に発表した。  

○マタニティマークとは？  

・妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするもの0  

・さらに、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を付してポ   

スターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するもの。  

2．マタニティマークの利用方法等について   

マークは厚生労働省ホームページからダウンロードし、個人、自治体、民間団体  

等で自由に利用できる。http：／／www．mhIw．gojp／houdou／2006／03／hO301－1・html  

3．マークの普及に向けた取り組み   

厚生労働省のホームページ、政府広報、ポスター等様々な機会をとおして多くの  

人に広く周知するとともに、関係省庁をとおして、交通機関、職場、飲食店等に本  
取り組みへの協力を依頼している。  

－363－   



マタニティマークに関する取組の状況調査結果  

平成20年8月末現在  

1マタニティマークに関する広報物やグッズの作成・購入状況   

ポスターやリーフレットを用いた「マタニティマークをとおした妊産婦にやさしい環境づくり」に関する広報や、  

妊産 個 ‡産婦個 人が使用するマタニティマーク入りグッズの作成・購入に関する市区町村事業の実施状況  

平成19年度（実績）  平成20年度（予定含む）  

実施している  作成・  実施している  作成・  

市区町村数  購入数  市区町村数  購入数   

啓発用ポスター  111   22，453   70   5，314   

啓発用リーフレット  58   175，258   57   151，296   

啓発用シール・ステッカー・マグネット  49   23，918   50   19，337   

啓発に関するその他の取組  560  634  

妊産婦が服や持ち物につけるマーク入り  
グッズ（キーホルダー・ストラップ・バッジ等）   467   538，021   586   670，627  

妊産婦が使用するマーク入り  
シール・ステッカー・マグネット   162   205，157   237   254，411  

妊産婦個人用グッズその他の取組   77  111  

掲）妊産婦個人用グッズを  

作成・購入している市区町村の実数   
581  746  
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（参考）保健センター、中学校、高校等用として、平成20年1月に厚生労働省が自治体へ配付したポスター49，340枚、   

リーフレット2，8阻300枚。交通事業者、百貨店などへも配付し、合計、ポスター61，000枚、リーフレット3，038，000枚を作成。   

2 マタニティマーク入りグッズの配付状況  

平成20年度の市区町村の事業として、妊産婦個人用グッズを作成・購入している場合におけるグッズの  
配付方法別の市区町村数  
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母子健康手帳 交付と同時配付  母親・両親学級  で配付  その他の方法   
合計   

原則として全員   664   0   3   667   

希望者のみ   65   67   

その他   10   12   

合計   739   2   5   746   

3 市区町村におけるその他の取組例   

○役所の駐車場にマタニティマークを表示し、妊産婦が優先駐車できるスペースの設置   

○市営バス、市営鉄道における妊産婦への優先的な席確保に関する啓発   

○学生を対象とした思春期講座等でマタニティマークの趣旨を説明   

○広報誌、役所ホームページ、ケーブルテレビ、自治会回覧、市民向け健康カレンダー等を用いた普及啓発   

○団体等から寄付されたマタニティマーク入りグッズの配付   

4 都道府県における取組例   

○一括してマタニティマーク入りグッズを購入し、市町村が活用できるように希望する市町村へ配付   

○ポスターを作成し、スーパー、医療機関、銀行、交通機関等に掲示を依頼   

○コンビニエンスストアの駐車場にマタニティマークの表示を推奨   

○企業とのタイアップで、商品パッケージにマタニティマークの趣旨を印刷し普及啓発  
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〔厚生労働省雇用均等・児童家庭母子保健課調べ〕  
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5マタニティマーク入り妊産婦個人用グッズの配付に関する取組状況別の市区町村数   

平成20年度において、「1＿作成・購入して配付中」41．2％、「2－平成21年度は作成・購入を検討中」6．5％、「3＿以前  
に作成・購入した在庫を配付中」3・0％、「4＿団体等からゆずりうけたグッズを活用」21．2％であり、合計すると、妊産婦個  

人用グッズを何らかの方法で配付している又は今後作成・購入を検討している市区町村は71．9％（1，301か所）になる。  

〔厚生労働省雇用均等・児童家庭母子保健課調べ〕  
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＜参考＞マタニティマーク入り妊産婦個人用グッズの配付に取り組んでいる市区町村数の推移  

平成19年8月末時点の調査結果と、今回の調査結果を比較すると、マタニティマーク入り妊産婦個人用グッズを市  
区町村の事業として作成・購入し配付している市区町村数の推移は、平成18年度199か所（10．9％）、平成19年度581  
か所（32．1％）、平成20年度746か所（41．2％）となっている。  
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〔厚生労働省雇用均等・児童家庭母子保健課調べ〕  
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食育の推進   （母子保健・児童福祉分野）  

取組の方向性  

食育基本法（食育の■推進に係る基本的施策）   

○妊産婦・乳幼児に対する栄養指導の充実 ○保育所等における食育の推進  

子ども・子育て応援プラン（食育の推進に関する目標）   

○保健センター、保育所、学校等関係機関と連携して食育の取組を推進する市町村 100％   

○給食や保育活動を通して食育の取組を推進する保育所 100％  

「健やか親子21」における目標   

○保育所、学校、住民組織等関係機関の連携により取組を推進している市町村 100％（現状 87．1％）  

健やか生活習慣  

国民運動  

平成20年度～  

関係団体の推薦  

取組事例の提供等  
子どもの頃からの堰全な食晋憤の形成が   

生活習慣病対策の観点からも重要  

⊥
李
T
 
 

現状の取組  

○自治体における取組   

自治体における取組の推進（次世代育成支援対策交付金）   

妊産婦■乳幼児の栄養指導の実施  

○保育所における取組   

保育所保育指針の改定（食育についても明記）   

保育所における食育計画づくりガイドの作成・公表（平成19年11月）  

○民間企業等の取組   

幼児のための食環境づくり  

◎取組内容の充実・実践の促進が必要  

（子どもの健全育成の観点からの取組の充実）   

○取組事例の収集・分析→公表   

○食環境づくりに関する普及啓発  

普
及
啓
発
 
 

妊産婦・乳幼児の食事摂取基準の作成及び  

その活用に関する検討  

（平成20年度）基準づくり（分科会設置）  

（平成21年度）児童福祉施設の給食等での  

活用ガイドの作成  

ガイドラインの策定  

○食から始まる健やかガイド（平成16年2月）  

○妊産婦のための食生活指針（平成18年2月）  

○授乳・離乳の支援ガイド（平成19年3月）  

基
盤
整
備
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児童福祉施設給食関係検討   

妊産婦・乳幼児等の  

食事摂取基準の策定  

平成20年度  

妊産婦・乳幼児に関する  

国内、国外データの収集  
系統的レビューの実施  

妊産婦・乳幼児等の  

食事摂取基準の策定  
■推定平均必要量  

・推奨量  

■目安量  

・上限量  



l‾資料6、＿  

母子保健医療対策等総合支援事業等の実施状況  

平成20年度（国井補助対象分）  

子どもの  生涯を通じた女性の健康支援事業  健やかな妊娠出産  
特定不妊  

心の診療 拠点病院 機構推進  健康教育  治療千助 成事業  
手業   事業   不妊専門相談センター実施機関  小児科・ 産科医療  

タ一事業事1  体制塊尾 暮暮   

001］ 海 道  （⊃  ○  旭川医科大学医学部附属病院   ○  
002  青 森 県  ○  ○  ○  ○  弘前大学医学部附属病院   （⊃  

003  山   県  Cl  ○  ○  ○  岩手医科大学附属病院   ○  ○  （⊃   

004  ○  ○  国立大学法人東北大学病院   ○  （⊃  ○  

005   ○  秋田犬芋医学部附属病院   （⊃  （⊃  

006  山 形 県  ○  Cl  ○  0  山形大学医学部附属病院   ○  
007  ■   県  ○  （⊃  

008  茨 城 県  ○  （⊃  三の丸庁舎、県南、県西生涯学習センター 茨城県産科婦人科医会  ○  ○  

009  未 県  （⊃  Cl  ○  ○  パルティとちぎ男女共同参画センター   ○  ○  
010  群 黒 県  ○  （財）群馬県健康づくり財周   ○  
011  玉 県  ○  ○  ○  埼玉医科大学総合医療センター   （⊃  

○  ○  ○  （⊃  松戸市保健所、印旛保健所、長生保健所、君簾保健所  （⊃  
012  葉 県  

013  京 都  ○  （⊃  （⊃  ○  （社）日本軍儒計画協会   （⊃  

014  神奈川県  （）  ○  ○  （⊃  神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所   ○  ○  

015  斬 慧 県  ○  （⊃  ○  新潟大学医歯学総合病院   （⊃  

016  ■‾ 山 県  （⊃  C〉  （⊃  ○  富山県立中央病院   ○  
017  石 川 県  （⊃  ○  （⊃  石川県不妊相談センター   （⊃  ○  （⊃   

018  福 井 県  ○  福井県看護協会会館、福井大学医学部付属病 院 
、国立病院機構福井病院   

019  山 型 県  ○  （⊃  ○  県民情葡プラザ   ○  
020  野 県  （⊃  看護総合センターながの   （⊃  C〉  

021  岐 阜 県  ○  岐阜保健所、岐阜県県民ふれあい会館   ○  

022  同 県  ○  （⊃  （⊃  （〕  （⊃  静岡県総合健康センター   （）  

023  知 県  ○  ○  ○  （⊃  名古屋大学医学部附属病院   （⊃  

024  三 重 県  （）  ○  三重県立看護大学   0  ○   
025  滋 賀 県  ○  ○  C〉  ○  滋賀医科大学附ヰ病院   0  0   

026  京 都 府  ○  （⊃  京都府立医科大学附属病院   0  

027  大 阪 府  ○  ○  ○  ドー・ンセンター（大阪府立女性総合センター）   （⊃  ○   

028  兵 庫 県  ○  ○  ○  ○  兵庫県立男女共向参画センター   （⊃  

029  太 良 県  （⊃  （⊃  （⊃  （⊃  奈良県健應づくりセンター   C〉  （⊃   

030  和歌山県  ○  ○  岩出保健所、田辺保健所   0  

031  ，．】な 県  ○  （）  ○  ○  鳥取県立中央病院   ○  
032  ・テ  ＝  ○  ○  ○  島根県立中央病院   ○  ○  
033  山 県  （⊃  ○  岡山大学病院   ○  
034  広 島 県  （⊃  Cl  県立広島病院   （⊃  ○   
035  山 口 県  ○  ○  （⊃  ○  山口県立総合匡■センター、各健康欄皿センター   （⊃  ○   

○  ○  （⊃  ○  徳島大学病院、各保健所   ○  （⊃  

037   （⊃  ○  （⊃  ○  香川県立中央病院研修棟   ○  

○  （⊃  ○  ○  愛媛県心と体の健康センター   ○  
039  含 知 県  （⊃  ○  各保健所   ○  （⊃   

040  福 岡 県  C〉  ○  ○  （⊃  保健福祉環境事務所＝宗像、鞍手、久留米  ○  

041  佐 賀  ○  （⊃  佐賀県中部保健福祉事務所   （⊃  ○   
042  ． 県  ○  ○  ○  （⊃  ○  各保健所   （⊃  

043  ．本 県  ○  ○  ○  ○  熊本県女性相談センター   （⊃  

044  大 分 県  ○  ○  大分県立病院   ○  ○   
045  島 崎 県  ○  ○  ○  （⊃  中央保健所、都城保健所、延岡保健所   ○  
046  ○  ○  鹿児島大学病院、各保健所   ○  ○  

047   ○  ○  ○  H    中央保健所   ○  ○  

小 計   
香 川 県                    038  愛 媛 県                                                                        県                                                                                                                     鹿児島県                     沖 縄 県  

036   島 県  

32  24  30  46  47  10  川   

一369－   



9都府県  47都道府   

合 計  県  
9市   56市   

一
 
 

．
 
 
F
 
「
 
【
L
 
◆
l
 
 

・
 
・
ノ
 
 

山
那
 
 
 



止室運拠］  

未熟児養育医療給付実施状況（平成19年度）  

（単位 人）   

一37卜   



小児慢性特定疾患治療研究事業の実施状況（平成19年度） 画  
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‥喪料⇒二  

都道府県別主な母子保健指標等（平成19年度）  

15  

取 県   4  8・チ  3  10  2．0  4  1，668  14 0   163  10 9  

5．2   8．1   32   

ロ  5．7  461  9 8  7  

島県   45   676  9 8  7   

口 県  3．7  40  8  36  1．9  42  0．8  42  2，831  10．0   288  8．7  15   

島 県   4  34  7．6  41  3 5  4  1．8  5  1588  9 9   149  7 8  22   

川 県  4．2  28   8 7  16  1．5  47  0．6  47  2 280  234 9. 8 7 

媛 県  5．3  8．1  33  2．1  匹  376  10 7  4   

知県  71- 巳   101  6   

2．1                                  b  

賀 県  3．5  42   9  7  2．2  35  0．8  42  2，439  208  9 0  

ロ                           崎 県  5・軍  3   7．9  8・竺  3  四  l・甲  5  3，649  1亭．4   軍1  声：7  

本 県  3．7  40  9  7  2．8  15  1．3  24  5，260  557    2   

分 県  3．2  46  8．5  24  2．7  16  1．6  四  2，901  121   255 8. 5 20 

県  4．2  28  9．1  5  2．3  33  1．4  14  2，610  11．4   259  8．9  12   

旧島県   5  13   8．7  16   3  10  1．5  12  3，964  113   368  7．8  22   

巳  5．8                        縄 県  6．4  つ    12．1  q  2．5  24  1．2  27  2，849  8．9   275  6．4  37   

全 国   
4．5  35  3．1  8．6  2．6  1．3  256，672  9．3  23，985  7．8  

l周産期死亡率、妊産婦死亡率、出生率、乳児死亡率、新生児死亡率は人七動態統計による。   

周産期死亡率＝   妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数  

出生数＋妊娠満22週以後の死産数  
2）人工妊娠中絶件数及び実施率は保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）による。  
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